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議第236号

京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和元年11月29日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市市営住宅条例の一部を改正する条例

　京都市市営住宅条例の一部を次のように改正する。

　第２条の４中「住民（」の右に「第６条第５号アエを除き，」を加える。

　第６条第３号中「親族（」の右に「婚姻の予約者その他」を加え，「その

他婚姻の予約者」を「（以下「婚姻の予約者等」という。）」に，「この項」を

「この条」に改め，同条第５号ア中カをキとし，オをカとし，エをオとし，

ウの次に次のように加える。

　　　エ　入居者及びその配偶者（婚姻の予約者等（婚姻の予約者にあって

は，市営住宅の引渡しの日（以下「引渡指定日」という。）までに

婚姻する場合に限る。）を含む。以下このエにおいて「入居者等」

という。）のいずれもが入居の申込みの日現在において45歳以下で

あり，かつ，当該入居者等が婚姻した日（婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者にあっては，同居を開始し

た日）から起算して１年を経過する日（その日が第４条第１項の規

定による公募の期間中であるときは，当該期間の末日）までに入居

の申込みをした場合において，当該配偶者と同居するとき。

　第８条の３第２項中「同居者」の右に「（胎児を含む。次条第１項第１号

において同じ。）」を加える。

　第12条第１項第３号中「市営住宅の引渡しの日（以下「」及び「」とい

う。）」を削る。
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　第13条を次のように改める。

第13条　削除

　第14条第３号中「，前条第１項に規定する保証人を立てず，又は」を削る。

　第24条第４項を削る。

　第25条第２項に次のただし書を加える。

　　ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。

　第26条第１項第７号中「ある者」の右に「（胎児を含む。）」を加え，同条

第２項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第13条，第14条第３号，

第24条第４項，第25条第２項及び第26条第２項の改正規定は，令和２年４

月１日から施行する。

（経過措置）

２　第26条第２項の改正規定の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例

による改正前の京都市市営住宅条例第26条第２項に規定する利息について

は，なお従前の例による。

提案理由

　子育て・若年層世帯の入居の促進を図るため市営住宅の入居者資格に関し

これらの世帯に係る基準を緩和する等の必要があるので提案する。


